
 契約変更理由書 

 神戸市 

 作  業  名 桂が谷公園他改修工事 

契約変更後の工事概要 

               当初              変更 

 簡易アスファルト舗装工-2  263㎡      →       51㎡ 

 ギャップアスファルト舗装工  計上無し      →           200㎡ 

 真砂土敷き均し工      247㎡      →      363㎡ 

 縁石ブロック工(B)      22.5ｍ      →      20.5ｍ 

 縁石ブロック工(D)      51ｍ      →      50ｍ 

砂場縁取り工(A)       14ｍ            →             0ｍ 

  砂場縁取り工(A)-2    計上無し      →       14ｍ 

  残土処分（砂、砂質土等）   52m3     →       22m3 

 残土処分（草混じり土）   計上無し         →      2.1m3 

 残土処分（草混じり粘性土）計上無し         →             15.2m3 

 残土処分（粘土・石混・改良土） 計上無し     →             12m3 

 契約変更の理由 

① 現地精査の結果、急勾配の箇所について舗装を安全性の高い舗装へ変更、簡易アスファルト舗装

工-2が数量減となり、ギャップアスファルト舗装が増工となる。 

② 現地土質不良のため新設遊具周囲を真砂土舗装とする、また現地精査の結果舗装勾配をすりつけ

る必要が生じるため、真砂土敷均し工の面積が数量増となる。 

③ 現地精査の結果、縁石ブロック工(B)及び(D)が数量減となる。 

④ 砂場縁取り工について、形状にがたつきが生じるので構造を変更するため、砂場縁取り工(A)を

(A)-2に変更する（数量同） 

⑤ 現地土質不良により残土処分の土質区分を変更するため、区分による数量が増減する。 

 

 

 

       （公表様式第６号） 


